
問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 21115

【 くらしを支える制度をご紹介します⑫ 】

元気に出かけて健康を維持しよう！

高齢者フレフレ商品券を配布します
問 伊奈庁舎介護福祉課 （内線4301）
　  市商工会　☎0297 ‐ 58 ‐ 1700
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高齢者

¥300¥300
フレフレ商品券

No : 000000

商品券取扱店印

●本券の使用期間は令和3年11月15日（月）～令和4年1月31日（月）までです。

　なお、期限を過ぎた場合は無効となります。
●本券の盗難・紛失・滅失に対して発行者はその責任を負いません。

●本券は、タバコ、換金性の高いもの（切手・印紙・ギフト券等）や消費に当たらないもの（預金・税金・くじ等）や

　公共料金には利用できません。●本券は市内商品券取扱店でご利用できます。
●本券は現金とのお引き替えはいたしません。
●ご利用に際して釣り銭はありません。

発行者／つくばみらい市役所  介護福祉課
 つくばみらい市福田195 TEL/0297-58-2111

高齢者 フレフレ商品券ご利用について

有効期限：令和４年１月31日
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フレフレ商品券って何かしら？

コロナ禍で不要不急の外出を控える高齢者が
増えています。家に閉じこもってしまいがち
な高齢者に、市内店舗へ出かけてもらい、元
気にいきいきと暮らしてもらいたい…
そんな願いを込め、65 歳以上の高齢者へ
3,000 円分の「高齢者フレフレ商品券」を配
布します。

「フレイル対策」のために、
感染症対策を十分にしたう
えで、ぜひ、商品券をお使
いください！

※フレイルとは身体機能や認知機能の低下が見ら
れることを指し、フレイル対策をすることで介護
予防につながるとされています。

利用可能期間に注意！
▶配布対象者：令和３年 11 月
　１日時点で本市に住民登録のある、
　今年度 65 歳以上になる市内在住の方
▶配布方法：11 月上旬に特定記録郵便
　で郵送します。紛失などによる再発行
　の対応はできません。ご注意ください。
▶取扱店舗：移動スーパーおよび取扱店
　舗一覧に掲載のある店舗。（一部取扱
　店舗が掲載されない場合があります）
▶取扱店一覧は商品券と一緒に郵送しま
　す。また市および商工会のホームペー
　ジでも、取扱店舗を掲載予定です。
▶商品券利用可能期間：
　11 月 15 日㈪～令和 4 年 1 月 31 日㈪
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